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石川県における過疎対象地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
  

＜県内の過疎地域（令和４年４月１日現在）＞ 

全部過疎地域・・・奥能登２市２町（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町）、 

          七尾市、中能登町、羽咋市、宝達志水町 

 一部過疎地域・・・加賀市のうち、旧山中町 

          志賀町のうち、旧富来町、旧志賀町 

 

 ※白山市のうち、旧吉野谷村、旧鳥越村、旧白峰村については、過疎指定区域ではな

いものの、経過措置が適用されることから、本計画の対象区域とする。 
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県が過疎地域の市町に協力して講じようとする措置の計画 
 

  １ 基本的な事項 
  （１）持続的発展の基本方針 
 
      過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき持続的発展の支援を図ること

が必要な地域は、白山麓地域（１市）、加賀地域（１市）、中能登地域（２市３町）、奥
能登地域（２市２町）の１１市町である。  
これらの地域はいずれも人口の減少が依然として続いており、地域の少子化、高齢化     

に伴い、若年者比率の低下及び高齢者比率の上昇が進行している。 
過疎地域においては、昭和４５年の過疎地域対策緊急措置法施行以降、これまで５次に

わたり過疎対策法が制定され、交通通信体系及び生活環境施設の整備、雇用の増大を図る
ための産業の振興が進められてきたが、依然として地域格差を是正するには至っていない
のが現状である。 
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行にあたり、県は、これらの現状

と問題点を踏まえて、住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現
を図るため、過疎地域持続的発展方針を策定したところである。 

この県方針を踏まえ、過疎地域の持続的発展に資する施策について、県が過疎地域の市
町に協力して講じようとする措置について、計画を策定する。なお施策の実施にあたって
は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第９条第３項に定める、過疎地域の
市町の区域を超える広域にわたる施策、市町相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助
その他必要な援助を行うよう努める。 

 

  （２）目標 
   令和２年に改定された「第２期いしかわ創生総合戦略」の基本目標のうち、 
 
 
 
 

を本計画の目標とする。ただし、いしかわ創生総合戦略が改定された場合は、改定後の数
値をもって本計画の目標とする。 

 
  （３）計画の達成状況の評価に関する事項 
   毎年度、いしかわ創生総合戦略における年次評価と一体的に検証を行う。 

 
  （４）計画期間 

計画期間は５年間とし、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 
 

本県人口の転入出数 転出超過2,556人（R1） → ±0人（R6） 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

  過疎地域の持続的な発展に向けては、東京圏をはじめとする三大都市圏への人口流出が続
いている状況に、石川に住み、働き、豊かな生活を実現したい人々の希望を実現すること
で、歯止めをかけていく必要があり、そのための施策を推進する。 

  また、地域の活力を育むため、地域に誇りと愛着を持ち、地域づくり活動の核となる人材
や地域づくり団体を育成する必要があり、そのための施策を推進する。 

 

   事 業 名 事    業    内    容 市町名  
         
   移住の促進 

 
○ 移住希望者への情報発信 

本県での暮らしの魅力をＰＲする移住セミナーや、
移住に係る関係機関を一堂に集めた「いしかわＵＩタ

ーン大相談会」を市町と連携して開催する。 
 

○ 移住体験機会の提供 
本県での暮らしの魅力が実際に体験できる移住体験

機会の提供に取り組む。 
 

○ 地域の受け入れ体制の充実 
「いしかわ移住パスポート制度（Ｉパス）」によ

り、移住の際の経済的負担の軽減を図る。 
 

○ いしかわ応援団（関係人口）の創出・拡大 

本県に滞在しながら地域住民との交流や地域活動へ
の参加を通じて、地域の魅力を体感いただく「いしか
わステイサポート事業」を実施する。 

 

県内全域 
 
 

 
 
県内全域 
 
 
 
県内全域 
 
 
 
県内全域 
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３ 産業の振興 

   地域の産業を振興し雇用機会を創出することにより、地域住民に安定した収入を確保する
ことが過疎地域の持続的発展にとって最も重要なことであり、そのための産業振興を推進す
る。 

  事業名 事   業   内   容 市町名      
     
    
     
     
     
     
     

     
     

農林水産
業の振興 
（農業の
振興） 

○ 県営ほ場整備事業 
   ほ場の大区画化・汎用化、担い手の育成 
    相神地区     受益面積 92.7ha 
        鹿頭地区           〃     41.5ha 
        西谷内・古江地区    〃     42.8ha 
    藤瀬地区          〃     20.5ha 

    鵜浦地区       〃     39.8ha 
吉野屋地区        〃     18.2ha 

        下唐川地区      〃     15.5ha 
    鳥越大日地区     〃     29.2ha 
        矢田地区         〃     15.9ha 
    坪野地区         〃     23.5ha 
    宇留地地区         〃     26.9ha 
        天坂・久田地区     〃     26.5ha 
    下吉谷地区      〃   52.1ha 
        三引地区       〃   25.6ha 
        能登島長崎地区    〃   14.3ha 

        柴垣地区       〃   11.6ha 
東増穂東部地区    〃   65.1ha 
町野北部地区     〃   34.1ha 
瑞穂地区       〃   27.1ha 
柳田中央第２地区   〃   21.3ha  
大日中央地区     〃   50.6ha 
熊木地区       〃   25.8ha  
中能登北部地区    〃     22.5ha 
里地区        〃   18.2ha 
本郷地区       〃   30.5ha 
瑞穂第２地区     〃   12.3ha  

大箱地区       〃    6.7ha  
十郎原地区      〃   12.1ha 
東三階地区      〃     15.8ha 
深江・三ツ屋地区   〃     37.5ha 
越路南部地区     〃     34.0ha 
本郷第２地区     〃     13.7ha 
尾山地区       〃     49.5ha 
藤ノ瀬地区      〃     42.6ha 
佐味地区       〃     31.0ha 
志加浦南部地区    〃     62.3ha 
宇治・森腰地区    〃     29.5ha 
上町地区       〃     27.2ha  

      
 
志賀町(旧富来町の区域） 
志賀町(旧富来町の区域） 
七尾市 
七尾市 

七尾市 
宝達志水町 
穴水町 
白山市(旧鳥越村の区域） 
志賀町(旧志賀町の区域） 
志賀町(旧志賀町の区域）、羽咋市 
穴水町 
能登町 
白山市(旧鳥越村の区域） 
七尾市 
七尾市 

羽咋市 
志賀町(旧富来町の区域） 
輪島市 
能登町 
能登町 
白山市（旧鳥越村の区域） 
七尾市 
中能登町 
輪島市 
輪島市 
能登町 

能登町 
能登町 
七尾市 
羽咋市 
中能登町 
輪島市 
輪島市 
能登町 
七尾市 
志賀町(旧志賀町の区域） 
珠洲市 
能登町 
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 事業名 事   業   内   容 市町名 

 農林水産
業の振興 
（農業の
振興） 

○ いしかわ農業参入支援ファンド事業 
農業参入、規模拡大により耕作放棄地（未

然防止含む）の解消を目指す法人、企業等へ
の支援 

   基金総額：２００億円（県７７億円、地元
金融機関１２３億円） 

 
○ いしかわ里山振興ファンド事業 

地域資源を活用した生業の創出やイベント
開催への支援 

基金総額：１８０億円（県３０億円、地元
金融機関１５０億円） 

 
○ 農業人材確保・定住促進事業 
   本県への就農・定住に向けた積極的な情報

発信、新規就農者の掘り起こし強化と定着促
進支援など 

 
○ ブランド品目生産拡大加速化事業 

ルビーロマン、エアリーフローラ、加賀し
ずく、のとてまり（のと１１５）、能登とり

貝の生産量の拡大に必要な機械・施設の整備 
 
○ 農業機械施設整備支援事業 

下記農業機械・施設の整備に対し補助 
・百万石の極み生産拡大型 
  →百万石の極みの認定品目（ルビーロ

マンなど１２品目）の生産拡大に必
要な機械・施設の整備 

・産地強化型 
     →生産量（額）の増加や収穫期間の拡

大に寄与するパイプハウス等の整備 

・産地育成型 
     →高付加価値化、契約栽培等に取り組

む産地（河北潟干拓地を含む）など
に対する機械と共同利用施設の整備 

・土地利用型 
     →経営安定のためのＪＡの共同乾燥調

製施設の改造及び大豆コンバイン・
肥料散布機・調整水田等の解消に資
する機械を整備 

・企業参入型 
     →株式会社及び持分会社の農業参入に

必要な機械・施設の整備 

・里山保全型 
     →里山の保全に意欲的な地域に対する

機械の整備 

県内全域 
ただし、中山間地域
（県指定）及びＧＩ
ＡＨＳ（世界農業遺
産）認定地域） 
 
 
県内全域 
ただし、中山間地域
（県指定）及びＧＩ

ＡＨＳ（世界農業遺
産）認定地域） 
 
県内全域 
 
 
 
 
県内全域 
 
 

 
 
県内全域 
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 事業名 事   業   内   容 市町名 

 農林水産
業の振興 
（林業の
振興） 

○ 森林整備地域活動支援事業 
   森林組合等が行う森林調査、境界の測量、 
  森林経営計画作成への合意形成活動等を支援 
 
○  森林環境保全直接支援事業 
    施業地を集約化し、計画的に行う植栽、下

刈り、間伐等の森林整備を支援 
 
○ 森林整備・林業活性化事業 

・木材加工流通施設等整備 

    →高性能林業機械や木材加工流通施設の
整備 

・間伐材生産 
  →木材加工施設に原木を安定供給するた

めに行う間伐材の生産を支援 
・路網整備 
  →間伐材の生産、搬出に必要な林内路網 

の整備 
 

県内全域 
 
 
 
県内全域 
 
 
 
県内全域 

  〃 
（水産業

の振興） 

○ 大型魚礁設置事業 
      魚礁設置、自動海洋観測ブイ設置 

 
○ 人工礁漁場造成事業 
      魚礁設置、自動海洋観測ブイ設置 
 
○ 広域型増殖場造成事業 
      増殖場造成 
 
○ 漁港修築事業 
   富来漁港  護岸嵩上・岸壁 
 
○ 漁港改修事業 

      富来漁港    岸壁(改良) 
   舳倉島漁港 岸壁(改良)・防波堤(改良) 
   狼煙漁港  岸壁(改良)・防波堤(改良) 
   高倉漁港  岸壁(改良) 
 
○ 漁港局部改良事業 
      蛸島漁港    岸壁(改良) 
 
 
○ 海岸保全施設整備事業 
      狼煙漁港    護岸(補修) 

 
 
 

輪島市、珠洲市、 
能登町、七尾市 

 
輪島市、羽咋市、 
能登町 
 
輪島市、穴水町、 
七尾市 
 
 
志賀町(旧富来町の区域) 
 
 

志賀町(旧富来町の区域) 
輪島市 
珠洲市 
能登町 
 
 
珠洲市 
 
 
 
珠洲市 
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 事業名 事   業   内   容 市町名 

 農林水産
業の振興 
（水産業
の振興） 

○ 漁港機能保全事業 
   鹿磯漁港  泊地浚渫等 
     舳倉島漁港  防波堤(補修)等 
   狼煙漁港  泊地浚渫等 
   高倉漁港  防舷材補修等 
 
○ 県単漁港改良事業 
   富来漁港 
   鹿磯漁港、舳倉島漁港  
   狼煙漁港、蛸島漁港 

   高倉漁港  
        舗装工・側溝工等 
 
○ 県単漁港修繕事業 
   富来漁港 
   鹿磯漁港、舳倉島漁港  
   狼煙漁港、蛸島漁港 
   高倉漁港  
        護岸補修・舗装補修等 
 
○ 県単漁港維持補修事業 

   富来漁港 
   鹿磯漁港  
   狼煙漁港、蛸島漁港 
   高倉漁港  
        緑地管理等 
 

 
輪島市 
輪島市 
珠洲市 
能登町 
 
 
志賀町(旧富来町の区域) 
輪島市 
珠洲市 

能登町 
 
 
 
志賀町(旧富来町の区域) 
輪島市 
珠洲市 
能登町 
 
 
 

志賀町(旧富来町の区域) 
輪島市 
珠洲市 
能登町 

  〃 
（畜産業
の振興） 
 

○ 畜産酪農収益力強化総合対策基金等事業 
   増頭のための畜舎等の整備や省力化機器等の

整備 
 

県内全域 
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 事業名 事   業   内   容 市町名 

商工業の
振興 
（地場産
業の振
興） 

○ いしかわ成長戦略ファンド事業 
新技術・新製品開発から身近な新商品・新

サービス開発まで総合的に支援 
基金総額７００億円（中小機構１００億円、
県２２０億円、県内金融機関３８０億円） 
 

○ 中小企業新製品ブランディング促進事業 
ブランド化のために戦略的な支援を行うこ

とで、価格競争に巻き込まれない差別化され
た製品づくりとブランド戦略の策定を促進 

 
○ 山中漆器産業技術センター運営事業 
   後継者の育成、技術指導  
 
○ いしかわ伝統工芸フェア開催費補助金 
   首都圏での販路開拓を目的に、県内３６業

種の伝統的工芸品を一堂に集めた合同見本市
の開催に対する助成 

 

県内全域 
 
 
 
 
 
県内全域 
 
 
 

 
加賀市(旧山中町の区域) 
 
 
県内全域 
 

  〃 
（企業誘

致対策） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

○  企業誘致関連補助金（最大５０億円を助成） 
   企業立地促進補助金 

    工場等の新設・増設に対して助成 
   本社機能等立地促進補助金 
    本社機能施設の新設、増設を行った企業 
   に対して助成 
   創造的産業等立地促進補助金 
    産業高次機能施設、空港・港湾活用工     

場、独自技術保有工場等の事業場の新設    
又は増設に対し助成 
いしかわサテライトオフィス立地促進補助金 
サテライトオフィスの新設又は増設に対

し助成 

 
○ 誘致企業産学連携研究開発補助金 

誘致企業が行う本県大学・企業との共同研
究に対して助成 

 
○ 企業立地促進融資 
     企業立地に必要な設備資金を円滑に供給す 

ることにより、県外企業等の本県への立地促  
進を図る。 

 

県内全域 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
県内全域 
 
 
 
県内全域 
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 事業名 事   業   内   容 市町名 

 商工業の
振興 
（起業の
促進） 
 

○ スタートアップ創出基盤構築事業 

ビジネスプランコンテストや伴走支援によ

り、スタートアップの発掘から事業拡大まで

切れ目なく支援 

 

県内全域 

  〃 
（商業の
振興） 

○ 商業活性化推進基金事業 
     商店街等の活性化のために行う、調査の実

施や計画の策定、イベントの実施、空き店舗
対策、人材育成、地域課題への対応、魅力向
上への取り組みについて支援 

 

県内全域 
 

 観光の振
興及び交
流の促進 

○ 白山ろくテーマパーク整備事業 
      事業認可面積  35.1ha 

主要施設  園地、水辺自然観察園、 
野外体験広場 
 

○ 能登歴史公園整備事業 
   事業認可面積 54,4ha 
   主要施設 園路、広場、駐車場、 
        公園センター等 
 

○ 能登の旅情報センター運営費 
      能登空港ターミナルビル内における観光情   

報の発信 
 

白山市(旧吉野谷村、旧鳥越村の区域) 
 
 
 
 

七尾市、中能登町 
 
 
 
 

輪島市 
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 事業名 事   業   内   容 市町名 

その他 
 

○ 港湾改修事業 
      小木港       防波堤 
   宇出津港      防波堤 
   滝港        防波堤 
   七尾港       防波堤、岸壁 
 
○ 港湾補修事業 
   小木港             防波堤、物揚場 
   宇出津港      物揚場 
   飯田港       物揚場、岸壁 

   輪島港       物揚場 
   福浦港       物揚場、船揚場等 
   七尾港       物揚場 
 
○ 港湾環境整備事業 
   七尾港       廃棄物埋立護岸 
   七尾港       防災緑地 
 
○ 港湾海岸高潮対策事業 
   七尾港       離岸堤 
   七尾港       護岸 

 
○ 海岸侵食対策事業 
      押水羽咋海岸    人工リーフ、養浜工 
      増穂浦海岸     人工リーフ 
   穴水海岸      護岸補修工 

宝立正院海岸    護岸補修工 
珠洲西海海岸    護岸補修工 

 
 

 
能登町 
能登町 
羽咋市 
七尾市 
 
 
能登町 
能登町 
珠洲市 

輪島市 
志賀町 
七尾市 
 
 
七尾市 
七尾市 
 
 
七尾市 
七尾市 

 
 
羽咋市 
志賀町 
穴水町 
珠洲市 
珠洲市 
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４ 地域における情報化 

  過疎地域における情報通信技術の利用機会の格差の是正に取り組むとともに、産業や物
流、地域公共交通、医療や教育といった多様な分野での情報化を推進し、地域住民の生活の
利便性向上に努める。 

   
 

事 業 名 事    業    内    容 市町名 

医療の充実 ○ 診療情報共有ネットワーク 
 病院や診療所が電子カルテとして保管している
診療情報について、ＩＴを活用して他の医療機関
や介護事業者等と共有し、医療機関相互の連携や
医療・介護連携への支援を行う。 
 

県内全域 
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５ 交通施設の整備及び交通手段の確保 

（１）国道、県道及び市町道の交通施設の整備 
      過疎地域における基幹的な道路の整備を行い、交通ネットワークの確保を図る。  

事業名 事   業   内   容 市町名 

国 道 
(知事 
管理分) 
 

 
 
 

 

 
(1) 改築           4路線            26,270m 

 

 
国道249号若山拡幅 幅員  6.0(8.5)m 延長   1,400m 

 
珠洲市 

 
国道249号輪島バイパス 〃6.5(14.5)m  〃  1,300m 

 
輪島市 

 

国道249号大野町～名舟町  〃 6.0(11.0)m 〃 8,000m 

 

輪島市 

 
国道249号縄又道路   〃 6.0(11.0)m   〃  500m 

 
輪島市 

 
国道249号黒島道路   〃 6.0(11.0)m   〃  980m 

 
輪島市 

 
国道249号腰細～大泊 〃6.0(11.0)m   〃  830m 

 
輪島市 

 
国道249号川尻    〃6.0(8.5)m  〃   290m 

 
穴水町 

 
国道249号中居    〃6.0(8.5)m  〃   380m 

 
穴水町 

 
国道249号外田岸道路 〃6.0(11.5)m  〃  990m 

 
七尾市 

 
国道249号直海荒屋道路〃6.5(9.5)m   〃 3,760m 

 
志賀町(旧富来町の区域） 

 
国道249号米町川橋   〃6.5(12.0)m  〃   950m 

 
志賀町(旧志賀町の区域） 

 
国道415号羽咋バイパス  〃6.0(11.0)m  〃 3,730m 

 
羽咋市 

 
国道157号吉野拡幅   〃6.5(10.5)m  〃 2,200m 

 
白山市(旧吉野谷村の区域） 

 
国道364号栢野     〃6.0(11.0)m  〃  960m 

 
加賀市(旧山中町の区域） 

県 道  
(1)改築            47路線          245,886m 

 

 
穴水剱地線（穴水町宇留地～越渡） 幅員 5.5(7.0)m 延長 15,600m 

 
穴水町 

 
能都穴水線（穴水町字鹿波）〃 5.5(7.0)m  〃   940m 

 
穴水町 

 
珠洲穴水線（穴水町字藤巻～下出）〃 5.5(7.0)m  〃 2,370m 

 
穴水町 

 

鮭尾比良線（穴水町字藤住～比良）〃 5.5(7.0)m 〃 4,200m 

 

穴水町 
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事業名 事   業   内   容 市町名 

県 道  
本町線（穴水町川島） 〃 6.0( 8.0)m  延長 150m 

 
穴水町 

 
能都穴水線（穴水町岩車） 〃 5.5( 7.0)m 〃 940m 

 
穴水町 

 
大谷狼煙飯田線（寺家バイパス） 幅員 6.0(8.5)m  〃 2,060m 

 
珠洲市 

 
大谷狼煙飯田線（蛸島～正院町小路） 〃 6.0(8.5)m  〃 2,500m 

 
珠洲市 

 
折戸飯田線（東山中町～正院町岡田） 〃 5.5(7.0)m  〃 3,030m 

 
珠洲市 

 
珠洲里線（若山町上山） 〃 5.5(7.0)m  〃 4,100m 

 
珠洲市 

 
高屋出田線（広栗橋） 〃 6.0(8.5)m  〃  150m 

 
珠洲市 

 
大谷狼煙飯田線（馬緤町～三崎町雲津）〃 5.5(7.0)m 〃 32,700m 

 
珠洲市 

 
高屋出田線（笹波町～若山町鈴内）〃 5.5(7.0)m  〃 3,000m 

 
珠洲市 

 
珠洲穴水線（宝立町柏原～大町）〃 5.5(7.0)m  〃 7,200m 

 
珠洲市 

 
粟津正院線（正院町平床）〃 5.5(7.0)m 〃   170m 

 
珠洲市 

 
大屋杉山線（三崎町大屋～杉山） 〃 5.5(7.0)m 〃 2,765m 

 
珠洲市 

 
上黒丸大谷線（若山町上黒丸～吉ケ池） 〃  5.5(7.0)m 〃 1,500m 

 
珠洲市 

 
内浦柳田線（珠洲道路）  〃 7.0(14.0)m 〃1,200m 

 
能登町 

 
宇出津町野線（能登町上町）〃 6.0(8.5)m 〃 2,000m 

 
能登町 

 
能都内浦線（真脇）   〃 6.0(8.5)m 〃 1,180m 

 
能登町 

 

与呂見藤波線線（能登町宇加塚～藤波） 〃 5.5(7.0)m 〃 3,500m 

 

能登町 

 
輪島山田線（能登町鮭尾～山田） 〃 5.5(7.0)m 〃 3,900m 

 
能登町 

 
鈴ケ嶺矢波線（能登町鈴ケ嶺～久田）  〃  5.5(7.0)m 〃  1,100m 

 
能登町 

 
内浦柳田線（能登町上）〃 6.0(8.0)m 〃  980m 

 
能登町 

 
珠洲穴水線（能登町桐畑～当目）〃 5.5(7.0)m 〃 9,500m 

 
能登町 

 
柳田里線（能登町日詰脇～輪島市里） 〃 5.5(7.0)m 〃  8,900m 

 
輪島市、能登町 

 
輪島山田線（輪島市三井町本江～能登町太田原）〃 5.5( 7.0)m  〃 9,900m 

 
輪島市、能登町 
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事業名 事   業   内   容 市町名 

 

県 道   
輪島山田線（本江） 〃 6.0(11.5)m 延長 700m 

 
輪島市 

 
宇出津町野線（粟蔵）〃 6.0(11.0)m  〃 450m 

 
輪島市 

 
輪島浦上線（輪島市鵜入～門前町浦上）  幅員 5.5( 7.0)m 〃  14,000m 

 
輪島市 

 
輪島富来線（輪島市二俣～門前町二叉川）  〃  5.5(7.0)m 〃 11,000m 

 
輪島市 

 
輪島浦上線（輪島市鵜入町）〃 5.5(7.0)m  〃   210m 

 
輪島市 

 
珠洲里線（輪島市町野町川西～里）〃 5.5(7.0)m   〃 5,000m 

 
輪島市 

 
滝又三井線（輪島市空熊～三井）〃 5.5(7.0)m   〃 2,800m 

 
輪島市 

 
五十洲亀部田線（輪島市上山～門前町井守上坂）〃 5.5(7.0)m   〃 4,200m 

 
輪島市 

 
穴水門前線（門前町内保）〃 6.0(11.0)m  〃 1,020m 

 
輪島市 

 
穴水剱地線（門前町山是清～剱地）〃 5.5(7.0)m   〃10,000m 

 
輪島市 

 

河井町横地線（輪島市河井町～杉平町）〃 6.0(14.0)m  〃  600m 

 

輪島市 

 
池田江崎線（門前町椎木）〃 5.5(7.0)m 〃   160m 

 
輪島市 

 
福浦港中島線（中島町土川）   〃 5.5(7.0)m   〃 3,200m 

 
七尾市 

 
長浦中島線（中島町長浦～瀬嵐）〃 5.5(7.0)m   〃 2,700m 

 
七尾市 

 
田尻祖母浦半浦線（能登島二穴町）〃 6.0(12.0)m  〃 1,300m 

 
七尾市 

 
田尻祖母浦半浦線（能登島向田町）〃 5.5(7.0)m   〃 2,200m 

 
七尾市 

 
外環状線(矢田町～万行町) 〃 6.5(16.5)m  〃 956m 

 
七尾市 

 
百海七尾線（七尾外環状道路）〃 6.5(16.5)m  〃 1,100m 

 
七尾市 

 
庵鵜浦大田新線（七尾市庵町）〃 5.5(7.0)m 〃  400m 

 
七尾市 

池崎徳田線・徳田停車場線 
（七尾市下町～飯川町）〃6.0(12.0)m 〃 1,000m 

 
七尾市 

 
城山線（七尾市竹町～古城町）〃5.5(7.0)m〃3,800ｍ 

 
七尾市 

 

輪島富来線（志賀町切留～東小室）〃 5.5(7.0)m   〃12,200m 

 

志賀町(旧富来町の区域） 

 
羽咋田鶴浜線（志賀町上棚）〃 5.5(7.0)  〃 4,180m 

 
志賀町(旧志賀町の区域） 
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事業名 事   業   内   容 市町名 

 

県 道   
羽咋田鶴浜線（志賀町倉垣）〃 6.0(11.0) 延長  310m 

 
志賀町(旧志賀町の区域） 

 
白山公園線（三ツ谷）     〃 5.5(7.0)m  〃  900m 

 
白山市(旧白峰村の区域） 

 
白山公園線（別当出合）〃 5.5(7.0)m   〃 1,800m 

 
白山市(旧白峰村の区域） 

 
白山公園線（白山市白峰）〃 5.5(7.0)m  〃 1,600m 

 
白山市(旧白峰村の区域） 

 
小松鳥越鶴来線（白山市数瀬町～渡津）〃 5.5(7.0)m   〃 4,000m 

 
白山市(旧鳥越村の区域） 

 
小松鳥越鶴来線（白山市上野町）〃 6.0(11.0)m  〃   580m 

 
白山市(旧鳥越村の区域） 

 
小松鳥越鶴来線（河合～瀬木野）〃 6.0(9.5)m   〃 1,900m 

 
白山市(旧鳥越村の区域） 

 
木滑釜清水線（三ツ屋野） 幅員 6.0(11.0)m  〃  1,120m 

 
白山市(旧鳥越村の区域） 

 
布橋出合線（白山市出合町） 〃 5.5(7.0)m  〃 2,195m 

 
白山市(旧鳥越村の区域) 

 
我谷今立塔尾線（山中温泉荒谷）〃 5.5(7.0)m  〃  150m 

 
加賀市(旧山中町の区域） 

 

温泉中央南線（加賀市山中温泉本町） 〃 6.0(13.0)m  〃  450m 

 

加賀市(旧山中町の区域） 

 
のと里山海道（柳田IC～上棚矢駄IC）〃14.0(20.5)m  〃 9,600m 

 
羽咋市、志賀町 

 
のと里山海道(今浜IC）〃 6.5(8.0)m   〃  200m 

 
宝達志水町 

 
若部千里浜インター線（飯山～尾長） 〃 6.0(14.0)m  〃 840m 

 
羽咋市 

 
南通り線(川原町)   〃 6.0(15.0)m  〃 280m 

 
羽咋市 

 
所司原神子原線（宝達志水町所司原～羽咋市菅池） 〃 5.5(7.0)m  〃 7,600m 

 
宝達志水町、羽咋市 

 
押水福岡線（宝達）  〃 5.5(7.0)m 〃 2,850m 

 
宝達志水町 

 
向瀬杉野屋線（向瀬～杉野屋）〃 5.5(7.0)m  〃  800m 

 
宝達志水町 

農 道 

 

 
新設        １路線       2,780m 

 

 
能登外浦４期地区  幅員 9.0m           2,780m 

 
輪島市 

林 道  
新設               １路線             1,000m 

 

 

白木峠線           幅員 4.0m        延長   1,000m 

 

白山市(旧白峰村の区域)      
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（２）交通手段の確保 

公共交通機関の確保・充実を図るため、第三セクターであるのと鉄道㈱への助成とバス
の運行対策を講じる。 

   また、舳倉島への唯一の公共交通であるへぐら航路㈱への助成を行う。 

 事 業 名 事    業    内    容 市町名 
（事業者名） 

交通手段の
確保 
 
 

○ のと鉄道運行維持対策費補助 
  のと鉄道㈱の運行維持を図るため、鉄道基盤施
設維持費等に対して助成する。 

 
○ 生活バス路線維持対策費補助 
    生活バス路線を維持するため、バス事業者等の

運行欠損及び車両購入費に対し、国や地元市町と
協調して助成するとともに、バス事業者等が行う
バス利用を促進する取り組みに対して助成する。 

 
○ 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助 

のと鉄道が輸送の安全を確保するために実施す

る設備整備事業について、国と協調して助成す
る。 

 
○ 離島航路維持対策費補助 
    舳倉島への唯一の公共交通であるへぐら航路㈱

を維持するため、運行欠損に対して、国や輪島市
と協調して助成する。 

 

のと鉄道㈱ 
 
 
 
県内全域 
 

 
 
 
 
のと鉄道㈱ 
 

 
 
 
へぐら航路㈱ 

 
 
６ 生活環境の整備 

安全、安心な水道水の安定供給を確保するために耐震化・老朽化対策等を実施するととも
に、生活排水処理施設の整備による生活環境の改善等を図る。 

                                                             
   
   

事 業 名 事    業    内    容 市町名 

水の確保 

 

○ 水道施設耐震化等事業補助金 

 市町等が行う水道施設の耐震化の取り組みや老
朽化対策及び広域化に係る事業に対し、予算の定
めるところにより補助する。 
 

県内全域 

 汚水の処理 
 
 

○ 生活排水処理施設整備普及促進費補助金 
 市町が行う下水道、農業集落排水施設及び浄化
槽等の整備事業に対して、別に定める基準により
補助する。 
 

県内全域 

 



 

- 16 - 

 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進のため、次の事業を行う。 

                      
   

事 業 名 事    業    内    容 市町名 

子育て支援
や高齢者等
の保健・福
祉の施設整
備 

○ 認定こども園等整備事業費補助金 
認定こども園等の施設整備事業に対して、予算の

定めるところにより補助する。 
 

県内全域 

 ○ 放課後児童クラブ施設整備費補助金 
放課後児童クラブの施設整備事業に対して、予算

の定めるところにより助成する。 
 

県内全域 
 

 ○ 地域密着型サービス等整備事業費補助金 
小規模特別養護老人ホーム、認知症高齢者グルー

プホーム等の施設整備事業等に対して、予算の定め
るところにより補助する。 

 

県内全域 
 

 ○ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 
高齢者施設等の防災・減災対策を推進するため、

耐震化改修・大規模修繕や非常用自家発電・給水設
備の整備等について、予算の定めるところにより補
助する。 

 

県内全域 

 ○ 障害者支援施設等整備費補助金 
社会福祉法人等が行う障害者支援施設等の施設整

備事業に対して、予算の定めるところにより補助す
る。 

 

県内全域 
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８ 医療の確保 

    過疎地域における医療の確保を図るため、次の事業を行う。 

 事 業 名 事    業    内    容 

医師等の確
保 

○ 看護師等修学資金貸与事業費（地域枠） 
 今後看護師不足が見込まれる地域（能登北部地域）における看
護師を確保するため、貸与金額を増額し、修業義務年限を緩和し
た修学資金（特別枠）を貸与する。 

 
○ 自治医科大学負担金 
  自治医科大学の運営の円滑化に資するため、同大学の経常運営
費の一部を負担する。 

 

○ 緊急医師確保修学資金貸与事業費 
  地域医療を担う医師の養成及び確保を図るため、金沢大学医薬
保健学域医学類特別枠１０人の入学者に対して修学資金を貸与す
る。 

 

○ へき地医療拠点病院運営費補助金 
  知事の指定を受けたへき地医療拠点病院が実施する無医地区へ
の巡回診療やへき地医療診療支援システムの運営に要する経費の
一部を補助する。 

 

 

 
９ 集落の整備 
  集落の整備を図るため、次の事業を行う。 

   
   
   
   
   
   

事 業 名 事    業    内    容 市町名 

集落の適正
規模及び配
置 

○ 空き家情報整備支援事業費補助金 
市町の空き家バンク情報を充実させるため、空き家

調査に係る費用の一部に対し補助する。 

県内全域 

 

 
10 地域文化の振興等 
  地域活動の促進等を図るため、次の事業を行う。  

   
   
   
   
   
   

事 業 名 事    業    内    容 市町名 

担い手の育
成 
 

○ コミュニティ施設整備事業費補助 
  地域におけるコミュニティ活動の充実を図り、地
域社会の健全な発展に資するため、施設整備事業に
対して、予算の範囲内で補助する。 

 

県内全域 

 

 
11 再生可能エネルギー導入の推進 

水や森林資源が豊富であり、奥能登を中心に風況もよいことから、これらの地域特性を活
かした再生可能エネルギーの導入を推進していく。 
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12 過疎地域に対する行財政上の援助 

  過疎地域に対する行財政上の援助に係る制度又は措置は、次のとおりである。 
      ○ 産業の振興  

 事 業 名 事    業    内    容 

１ 中山間地域等 
 直接支払事業費 
 補助 

 中山間地域の中でも傾斜等生産条件が特に不利な農地で、
生産活動を行う農業者の組織する団体等に対し、別に定める
基準により交付金を交付する。 
 

２ 多面的機能直
接支払事業費補
助 

 農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者
等の組織する団体に対し、別に定める基準により交付金を交
付する。 

 

３ 環境保全型農
業支援対策事業
費補助 

 農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農
薬を原則５割以上低減する取り組みと合わせて行う生物多様
性保全等に効果の高い取り組みに対し、別に定める基準によ
り交付金を交付する。 
 

４ 県単土地改良 
 事業費補助 

 生産性の向上を図るため、農業生産基盤の整備事業に対し
て、別に定める基準により補助する。 
 

 ５ 離島漁業再生 
支援事業費補助 

輪島市舳倉島における漁場管理活動や藻場保全などの漁業
集落活動に対して、別に定める基準により補助する。 

 

 ６ 能登の里海藻
場保全対策事業 

輪島市の沿岸海域で海女達が行う藻場再生への活動に対し
て地元市とともに支援し、海女漁の経営安定、能登の里海の
景観・環境を保全する。 
 

 ７ 漁業経営構造
改善事業費補助 

沿岸漁業の構造改善の推進を図るため、増養殖施設、流通
等改善施設等、漁村環境条件の改善に必要な施設の整備に対
して、別に定める基準により補助する。 
 

 ８ 県単漁業構造
改善事業費補助 

沿岸漁業の構造改善の推進を図るため、増養殖施設、流通
等改善施設等、漁村環境条件の改善に必要な施設の整備や機

器のみの整備に対して、別に定める基準により補助する。 
 

 ９ 並型漁礁設置
事業費補助 

 市町が計画するコンクリートブロック等の耐久性構造物を
海底に設置し、小規模な魚礁漁場を造成する事業に対して、
別に定める基準により補助する。 
 

10 ふるさと漁村
づくり事業費補
助 

 漁業生産基盤の整備促進を図るため、漁港漁場整備法に基
づく指定区域以外の船溜等施設の整備に対して、別に定める
基準により補助する。 
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○ 地域における情報化 

  事 業 名 事    業    内    容 

１ 地域ＩＣＴ利 
活用広域連携事 
業 

 複数の自治体が広域連携し、ＩＣＴの利活用を通じて、公
共分野（医療、介護、福祉、防災、防犯など）の喫緊課題の
解決に資する取り組みについて、国の委託事業として実施す
るにあたり支援を行う。 

 
                                                                                      

○ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進                                         

   

   
   
   
   

事 業 名 事    業    内    容 

１ 多子世帯保育
料無料化事業費
補助金 

 

 多子世帯の経済的負担を軽減するため、０歳～２歳児に係
る第２子以降の保育料の無料化を実施する。 
 

２ 病児・病後児
保育利用料無料
化補助金 

 

多子世帯の経済的負担を軽減するため、第２子以降の病児
・病後児保育利用料の無料化を実施する。 
 

３ 多子世帯放課
後児童クラブ利

用料支援事業 

 多子世帯の経済的負担を軽減するため、第２子以降の放課
後児童クラブ利用料の無料化を実施する。 

 

４ プレミアム・
パスポート事業 

 多子世帯の経済的負担を軽減するため、協賛店舗で提示す
ると割引等の特典が受けられるパスポートを発行する。 

５ 介護保険制度 
 利用者負担軽減 
 事業 

 訪問系・多機能系介護サービスの介護報酬単価が１５％加
算される過疎地等の低所得者に対する利用者負担軽減助成を
行う。 
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○ その他の行財政措置 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
 
 

事 業 名 事    業    内    容 

１ 自治振興資金 
  の貸付 

 過疎地域の市町が実施する過疎対策事業等に対して「石川
県自治振興資金貸付基金条例」の定めるところにより資金の
貸付を行う。 
  貸付利率  政府資金利率の３分の２ 
   償還期間  １１年（うち据置期間１年） 
 

２ 石川県市町振
興助成交付金 

 過疎対策事業等に貸付けられた石川県自治振興資金貸付金
の毎年度の償還金の３分の１を「石川県市町振興助成交付金
要綱」に基づき財政補給し、過疎地域市町等の振興に資す

る。 
 

 ３ 都道府県過疎
地域等政策支援

員 

 過疎地域の持続的発展に資する多様な人材を確保・育成す
るため、過疎地域等を有する市町からの要望に基づき、必要

に応じて県が専門人材を雇用又は委託し、過疎地域等を支援
する。 
（要件） 
・ 過疎地域その他の条件不利地域（山村、離島、半島）を有

する複数の市町への支援であること。 

・ 市町の施策の企画立案、指導・助言、関係者調整等の支援
業務に従事すること。 

 

 ４ 再生可能エネ
ルギー導入支援
融資制度 

中小企業による再生可能エネルギー発電設備等の導入を支
援するための融資制度。 
＜融資対象＞ 

  再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイオマ
ス、地熱等）を利用した発電設備等を設置し、発電事業等
を行う中小企業者 

 
＜融資条件＞ 

・限度額：２億円（うち運転資金２,０００万円まで） 
・利 率：１．６０％ 
・期 間：１５年以内（うち据置期間２年以内） 

 

 


